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氏
人
の
花
押
か
ら
諱
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
年
次
未
詳
の
文
書
の
年
次

比
定
に
裨
益
す
る
。
賀
茂
社
の
研
究
に
即
せ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
役
職
な
ど
に
就
い
た
氏
人

の
活
動
の
輪
郭
が
よ
り
は
っ
き
り
し
、
賀
茂
社
の
神
事
・
経
営
の
み
な
ら
ず
、
氏
人
惣
中

の
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
一
助
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
と
関
連
す
る
政
治
権
力
の

動
向
を
つ
か
む
こ
と
も
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
下
小
稿
で
は
、
氏
人
花
押
の
人
名
比
定
に
つ
い
て
の
一
方
法
を
示
し
た
う
え
で
、
戦

国
期
の
あ
る
氏
人
の
人
名
を
比
定
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
彼
の
用
い
た
花
押
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
ひ
と
り
の
氏
人
の
活
動
に
と
っ
て
花
押
が
持
つ
意
味
、
花
押
の
変
化
に
よ

り
判
明
す
る
文
書
作
成
の
あ
り
方
に
考
察
を
お
よ
ぼ
し
、
最
後
に
ひ
と
り
の
人
間
の
活
動

の
足
ど
り
を
、
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
追
い
か
け
て
ゆ
き
た
い
。

　
　

一　

職
中
算
用
状
に
よ
る
人
名
比
定

ま
ず
こ
こ
で
は
、
小
稿
で
取
り
あ
げ
る
時
期
の
文
書
を
例
に
し
て
、
氏
人
の
花
押
を
も

と
に
人
名
を
比
定
す
る
た
め
に
有
効
な
史
料
を
提
示
し
、
検
討
を
進
め
る
た
め
の
史
料
操

作
に
つ
い
て
論
じ
る
。

対
象
と
す
る
の
は
職
中
算
用
状
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
人
名
比
定
に
有
効
で
あ
る
こ
と
は

以
前
に
も
若
干
論
及
し
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が（

２
）、

あ
ら
た
め
て
こ
こ
で
具
体
例
を
あ
げ
て

説
明
し
た
い
。

職
中
算
用
状
と
は
、
氏
人
惣
中
が
月
ご
と
に
得
た
収
入
と
、
神
事
・
神
社
経
営
お
よ
び

外
部
の
政
治
権
力
と
の
交
渉
な
ど
に
費
や
し
た
費
用
を
ま
と
め
た
収
支
報
告
書
で
あ
り
、

戦
国
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
時
期
で
は
ほ
ぼ
毎
月
分
が
伝
存
す
る
。
職
中
算
用
状

に
は
、
日
下
に
三
名
の
沙
汰
人
が
連
署
し
た
。
ま
た
、
文
書
の
裏
に
評
定
衆
・
雑
掌
が
連

署
し
た
。
算
用
状
の
紙
背
に
は
、
評
定
衆
十
五
名
・
雑
掌
二
名
、
計
十
七
名
の
連
署
が
並

ぶ
の
が
通
例
で
あ
る
。
署
名
は
置
文
同
様
官
途
名
乗
り
の
み
で
あ
る
。

沙
汰
人
と
は
「
職
」
と
も
称
さ
れ
、
定
員
は
三
名
、
惣
中
の
財
務
を
所
管
し
た
。
雑
掌

は
定
員
二
名
。
渉
外
担
当
で
、
訴
訟
に
際
し
惣
中
を
代
表
し
て
事
に
あ
た
っ
た
。
評
定
衆

は
定
員
十
五
名
。
惣
中
財
務
の
監
査
や
、
寄
合
に
お
け
る
評
定
へ
参
加
し
、
惣
中
の
重
要

案
件
を
議
し
た
。
須
磨
千
頴
氏
は
「
中
世
末
期
天
正
十
年
代
後
半
ご
ろ
以
後
は
、
十
五
人

　
　

は
じ
め
に

佐
藤
進
一
氏
は
花
押
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。「
自
署
の
代
り
に
用
い
ら
れ
る
記
号

も
し
く
は
符
号
」
で
あ
り
、「
自
分
と
他
者
を
区
別
す
る
筆
跡
の
個
別
独
自
性
を
顕
示
し
」

「
本
人
た
る
こ
と
を
証
示
す
る
」
も
の
で
あ
る（

１
）、

と
。
こ
う
し
た
特
性
ゆ
え
、
歴
史
研
究

の
場
に
お
い
て
、
花
押
は
、
歴
史
的
人
物
を
特
定
す
る
た
め
に
有
効
な
史
料
と
な
る
。
ま

た
、
特
定
の
個
人
が
用
い
る
花
押
は
、
そ
の
個
人
の
加
齢
や
立
場
の
変
化
に
よ
り
形
を
変

え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
比
較
検
討
し
時
代
順
に
整
理
す
る
、
い
わ
ゆ
る
花
押
編
年

の
研
究
に
よ
り
、
そ
の
人
物
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
、
花
押
は
年
次
未
詳
文
書
の
年
次
比
定
の
材
料
と
も
な
る
。

さ
て
、
小
稿
で
考
察
す
る
の
は
、
賀
茂
別
雷
神
社
氏
人
（
以
下
単
に
氏
人
と
す
る
）
の

花
押
で
あ
る
。

氏
人
た
ち
は
、
氏
人
集
団
間
で
寄
合
を
開
き
、
そ
こ
で
取
り
決
め
ら
れ
た
こ
と
が
ら
を

後
代
の
た
め
に
文
書
と
し
て
残
し
置
く
必
要
が
生
じ
た
と
き
、
置
文
と
い
う
文
書
を
作
成

し
て
互
い
に
誓
約
し
た
。
置
文
は
、
原
則
的
に
氏
人
惣
中
の
構
成
員
全
員
が
署
判
す
る
も

の
で
あ
り
、
内
容
に
よ
っ
て
は
一
部
の
氏
人
の
み
が
署
判
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

置
文
へ
の
署
判
は
官
途
名
も
し
く
は
大
夫
名
と
花
押
が
基
本
で
あ
り
、
諱
は
記
さ
れ
な

い
。
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
を
分
析
し
、
氏
人
の
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
官
途

名
乗
り
か
ら
諱
を
特
定
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
く
、
こ
の
意
味
で
置
文
は
、
作
成
時
点

で
の
氏
人
の
構
成
や
、
官
途
名
乗
り
と
花
押
の
結
び
つ
き
が
わ
か
る
と
い
う
大
き
な
意
義

が
あ
る
も
の
の
、
氏
人
の
人
名
比
定
と
い
う
検
討
作
業
の
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

史
料
紹
介
と
研
究

金 

子　

拓

賀
茂
氏
人
花
押
考

　

│
│
左
衛
門
大
夫
長
顕
の
場
合
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の
外
に
沙
汰
人
・
雑
掌
を
加
え
た
メ
ン
バ
ー
の
寄
合
に
お
け
る
評
議
が
、
事
実
上
惣
中
の

意
志
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
す
る（

３
）。

沙
汰
人
・
雑
掌
・
評
定
衆
の
三
役
（
史
料

上
そ
の
よ
う
な
呼
称
は
な
い
が
、
以
下
便
宜
的
に
三
役
と
呼
ぶ
）
の
任
期
は
一
年
で
あ

り
、
毎
年
鬮
で
選
出
さ
れ
た
。
任
期
は
二
月
か
ら
翌
年
正
月
ま
で
で
あ
る
。

三
役
が
揃
っ
て
署
判
す
る
文
書
が
ほ
か
に
も
あ
る
。
職
中
恒
例
遣
方
算
用
状
・
惣
中
目

録
引
付
と
呼
ば
れ
る
た
ぐ
い
の
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
毎
年
沙
汰
人
が
任
期
終
わ
り
の

正
月
に
作
成
し
、
評
定
衆
・
雑
掌
が
や
は
り
裏
に
署
判
す
る
。

前
者
は
、
戦
国
期
に
は
職
中
恒
例
引
違
（
引
替
分
）
算
用
状
・
職
中
恒
例
遣
足
算
用

状
・
職
中
恒
例
遣
方
引
付
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
名
称
の
も
の
が
残
る
天
文
年
間

（
一
五
三
二‒

五
五
）
頃
か
ら
、
終
見
で
あ
る
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
の
も
の
ま
で
、
支

出
項
目
が
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
二
月
の
「
九
日
貴
布
祢
参
御
料
」、
四
月

の
「
方
々
被
レ
遣
葵
折
代
」「
湯
屋
油
代
」、
七
月
の
「
草
花
代
」、
十
一
月
の
「
御
掃
除

油
代
」、
正
月
の
「
方
々
巻
数
被
レ
遣
時
雑
掌
出
立
」
な
ど
で
、
支
出
額
も
ほ
と
ん
ど
変

わ
ら
ず
、
一
年
総
計
一
貫
六
〜
七
百
文
程
度
の
支
出
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
費
目
が
な
ぜ
職
中
算
用
状
と
別
に
さ
れ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

後
者
も
ま
た
天
文
年
間
か
ら
万
治
四
年
ま
で
の
も
の
が
確
認
さ
れ
る
。
名
称
は
惣
中
恒

例
引
付
・
惣
中
目
録
引
付
の
ふ
た
と
お
り
。
こ
れ
も
内
容
は
全
体
を
通
じ
て
次
の
三
項
目

に
限
ら
れ
る
（
文
言
は
永
禄
七
年
正
月
二
十
七
日
付
の
も
の（

４
）を

引
用
す
る
）。

①
恒
例
勘
定
銭
足
付
灰
坪
二
瀬
町
田
小
山
郷
新
開
子
年
壱
作
也
（
一
貫
三
百
文
）

※
傍
線
部
に
は
そ
の
年
の
干
支
が
入
る

② 

年
中
恒
例
遣
足
祝
田
年
貢
五
斗
五
升
代
五
百
五
十
文
倭
文
庄
一
番
ニ
足
付
候
（
一
貫

八
百
十
七
文
、
江
戸
期
に
は
一
貫
七
百
六
十
文
）

③
職
中
雑
掌
・
物
書
辛
労
分
、
但
茶
代
紙
代
迄
同
前
（
四
貫
八
百
文
）

こ
の
よ
う
に
残
存
時
期
を
通
じ
て
項
目
と
額
が
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
儀
礼
的

な
文
書
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ら
二
種
の
算
用
状
・
引
付
の
内
容
や
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題

と
し
た
い
が
、
氏
人
の
人
名
比
定
の
う
え
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
二
種
に
お
け
る
日
下
の

沙
汰
人
、
裏
の
評
定
衆
・
雑
掌
の
署
判
の
書
式
が
、
位
階
・
諱
・
花
押
と
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
（
た
だ
し
ま
れ
に
諱
の
記
載
が
な
い
年
が
あ
る
）。「
散
位
○
○
（
花
押
）」（
○

○
は
諱
）
と
い
っ
た
書
き
方
で
あ
る（

５
）。

す
な
わ
ち
、
同
じ
任
期
の
職
中
算
用
状
の
署
判
と
職
中
恒
例
遣
方
算
用
状
・
惣
中
目
録

引
付
の
署
判
に
つ
い
て
、
花
押
を
結
節
点
と
し
て
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
年
に
三
役
に
就
い

た
氏
人
の
官
途
・
諱
が
判
明
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
花
押
と
諱
を
結
び

つ
け
ら
れ
る
の
は
、
毎
年
の
三
役
二
十
人
の
氏
人
に
限
ら
れ
る
の
だ
が
、
ま
ず
は
こ
れ
ら

の
情
報
を
蓄
積
し
て
ゆ
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

い
ま
述
べ
た
方
法
の
具
体
例
と
し
て
、
次
章
で
触
れ
る
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）（
任

期
は
翌
七
年
正
月
ま
で
）
の
評
定
衆
・
雑
掌
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
を
示
す
。
図
１
が
そ

れ
で
あ
る
。
署
判
時
期
が
近
接
し
て
い
る
、
永
禄
六
年
十
二
月
二
十
九
日
（
十
二
月
分
）

の
職
中
算
用
状
〈
Ⅰ‒

一‒

一
七
三
〉
と
、
翌
年
正
月
二
十
七
日
の
職
中
恒
例
遣
方
算
用
状

〈
Ⅰ‒

五‒

七
三
〉
を
軸
に
比
較
を
お
こ
な
っ
た
。

職
中
算
用
状
の
署
判
が
十
六
名
分
し
か
な
く
、
漏
れ
た
一
名
（
掃
部
頭
）
は
十
一
月
分

の
職
中
算
用
状
か
ら
補
っ
た（

６
）。

官
途
名
の
み
で
花
押
が
な
い
者
（
蔵
人
頭
・
大
夫
将
監
・

豊
福
大
夫
）
も
ま
た
八
月
・
十
一
月
分
の
職
中
算
用
状
に
て
補
い
、
他
方
で
恒
例
遣
方
算

用
状
に
諱
の
み
で
花
押
が
な
い
者
（
散
位
保
昌
・
散
位
保
説
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
二
人

が
別
の
年
に
三
役
の
任
に
あ
っ
た
と
き
の
恒
例
遣
方
算
用
状
・
惣
中
目
録
引
付
に
よ
り
花

押
と
官
途
名
・
諱
の
一
致
を
確
認
で
き
た
。

右
の
作
業
を
経
て
な
お
官
途
名
・
諱
の
一
致
を
確
認
で
き
な
い
の
は
、
左
衛
門
大
夫
・

刑
部
少
輔
・
対
馬
守
の
三
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
左
衛
門
大
夫
は
次
章
で
論
証
す
る
よ
う

に
従
五
位
上
長
顕
に
該
当
す
る
。
ま
た
、
刑
部
少
輔
と
散
位
季
治
の
対
応
は
確
認
で
き
な

か
っ
た
も
の
の
、「
賀
茂
祢
宜
神
主
系
図（

７
）」

に
よ
れ
ば
、
季
治
は
刑
部
を
官
途
と
し
て
い

た
の
で
同
一
人
の
可
能
性
が
あ
る
。
残
る
一
人
、
署
判
の
位
置
的
に
同
一
人
と
目
さ
れ
る

対
馬
守
と
散
位
季
貞
の
花
押
が
ま
っ
た
く
一
致
し
な
い
。
系
図
に
よ
れ
ば
季
貞
は
対
馬
を

名
乗
っ
て
い
た
と
あ
る
の
で
、
同
一
人
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
な
ぜ
花
押
が
異
な
る
の
か

不
明
で
あ
り
、
対
馬
守
・
季
貞
に
つ
い
て
は
保
留
し
て
お
き
た
い
。
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二　

氏
人
「
藤
左
大
」
の
活
動
と
花
押

十
六
世
紀
後
半
、
戦
国
期
の
畿
内
三
好
政
権
下
、
三
好
氏
と
賀
茂
社
と
の
関
係
を
考
え

る
う
え
で
野
田
泰
三
氏
が
注
目
し
た
一
件
が
、
永
禄
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
争
わ
れ

た
、
貴
布
祢
山
の
支
配
を
め
ぐ
る
賀
茂
社
と
市
原
野
里
と
の
相
論
で
あ
る（

８
）。

相
論
の
争
点

や
経
緯
に
つ
い
て
は
野
田
氏
の
研
究
を
参
照
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
注
目
す
る

の
は
、
こ
の
相
論
の
な
か
で
賀
茂
社
側
の
主
張
を
三
好
政
権
側
に
申
し
入
れ
る
立
場
に
あ

っ
た
氏
人
「
藤
左
大
」
で
あ
る
。

野
田
氏
に
よ
る
相
論
関
係
文
書
の
紹
介
と
登
場
人
物
の
人
名
比
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
相

論
に
関
係
し
た
氏
人
は
、
ま
ず
諱
だ
け
挙
げ
る
と
、
保
親
・
高
顕
・
長
顕
・
高
久
・
村

久
・
尚
顕
・
遠
顕
・
保
則
・
清
昌
・
成
理
・
保
方
・
秀
顕
の
十
二
名
が
い
る
。

こ
の
う
ち
役
職
が
わ
か
る
の
は
、
永
禄
六
年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
文
書
〈
Ｅ‒

三‒

六

四
〉
に
あ
る
雑
掌
の
保
親
・
高
顕
、
同
じ
く
沙
汰
人
の
高
久
・
村
久
・
尚
顕
で
あ
る
。
ま

た
、
名
字
・
官
途
名
が
わ
か
る
の
は
、
保
親
（
権
少
）・
高
顕
（
藤
治
少
・
治
少
）・
成
理

（
藤
木
式
部
少
輔
・
藤
式
少
）・
清
昌
（
岡
又
八
・
岡
又
）・
保
方
（
紀
伊
・
岡
紀
）・
秀

顕
（
備
前
・
西
備
）
で
あ
る
。
名
字
の
藤
は
藤
木
、
岡
は
岡
本
、
西
は
西
池
の
略
称
で
あ

る
。永

禄
六
年
の
算
用
状
に
署
判
す
る
雑
掌
（
代
）
は
、
右
に
あ
げ
た
保
親
・
高
顕
で
は
な

く
、
市
正
保
説
・
左
衛
門
大
夫
長
顕
で
あ
っ
た
。
ま
た
沙
汰
人
は
掃
部
助
尚
顕
が
確
認
で

き
る（

９
）。

野
田
氏
が
紹
介
し
た
相
論
関
係
文
書
中
に
長
顕
と
成
理
の
連
署
状
が
何
通
か
あ
る
。
い

ず
れ
も
永
禄
七
年
二
月
の
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
連
署
状
に
対
す

る
応
答
の
文
書
と
み
ら
れ
る
三
好
長
逸
内
衆
若
槻
光
保
書
状
〈
Ｅ‒

三‒

九
九
〉
の
宛
名
は

「
藤
左
大
」「
藤
式
少
」
二
人
で
あ
り
、
前
記
の
よ
う
に
「
藤
式
少
」
が
成
理
で
あ
る
な
ら

ば
、「
藤
左
大
」
は
長
顕
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
永
禄
六
年
閏
十
二
月
二
十
日
付

の
長
逸
内
衆
赤
塚
家
清
書
状
〈
Ａ‒

巻
子
第
九‒

一
〇
〉
の
宛
名
は
「
藤
木
式
部
少
輔
」
と

「
藤
木
左
衛
門
大
夫
」
で
あ
り
、「
藤
左
大
」
が
後
者
の
略
称
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
長
顕
の
名
字
は
成
理
と
同
じ
く
藤
木
で
あ
る
こ
と
も
判

明
す
る
。

「
藤
左
大
」
こ
と
藤
木
左
衛
門
大
夫
の
諱
が
長
顕
で
あ
る
こ
と
を
花
押
か
ら
も
確
認
し

た
い
。
こ
の
時
期
に
近
い
年
で
左
衛
門
大
夫
が
三
役
に
み
え
る
の
は
天
文
十
九
年
度
で
あ

り
、
こ
の
年
も
左
衛
門
大
夫
は
永
禄
六
年
同
様
雑
掌
（
代
）
で
あ
っ
た
。
天
文
二
十
年
正

月
二
十
六
日
付
の
職
中
算
用
状
に
あ
る
左
衛
門
大
夫
の
花
押
と
、
翌
二
十
七
日
付
の
職
中

年
中
遣
方
引
付
（
前
章
で
い
う
と
こ
ろ
の
職
中
恒
例
遣
方
算
用
状
）・
惣
中
目
録
引
付
に

あ
る
長
顕
の
花
押
を
く
ら
べ
る
と
、
三
者
は
合
致
す
る
《
図
２
》。
以
上
よ
り
、（
少
な
く

と
も
こ
の
年
の
文
書
に
み
え
る
）
左
衛
門
大
夫
が
長
顕
で
あ
る
こ
と
が
花
押
か
ら
も
確
認

で
き
た
。

こ
の
花
押
を
基
点
に
、
そ
れ
以
後
に
左
衛
門
大
夫
の
名
が
署
判
に
見
え
る
置
文
・
算
用

状
な
ど
を
ま
と
め
た
の
が
表
一
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
花
押
を
一
覧
す
る
と
気
に
な
る
の
は
、
同
じ
花
押
だ
と
思
わ
れ
る
弘
治
三

年
（
一
五
五
七
）
ま
で
と
永
禄
四
年
以
降
と
の
あ
い
だ
に
挟
ま
れ
た
永
禄
三
年
の
花
押
の

形
状
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
《
図
３
》。
花
押
の
形
状
を
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
む
ず

か
し
い
が
、
上
部
が
や
や
似
て
い
る
も
の
の
（
し
か
し
同
一
で
は
な
い
）、
下
部
が
明
瞭

に
異
な
る
。
こ
こ
で
は
弘
治
三
年
ま
で
と
永
禄
四
年
以
降
の
花
押
を
Ａ
と
し
、
永
禄
三

年
の
型
を
Ｂ
と
し
て
表
一
に
示
し
た
（
Ａ
に
つ
い
て
は
、
弘
治
三
年
ま
で
の
型
《
図
２
》

と
、
永
禄
三
年
以
降
の
型
《
図
４
・
５
》
は
微
妙
に
異
な
る
が
、
同
一
の
も
の
と
み
な
し

た
）。
Ｂ
の
花
押
が
あ
る
文
書
は
署
名
が
左
衛
門
大
夫
の
官
途
名
の
み
で
、
諱
が
長
顕
で

あ
る
こ
と
を
た
し
か
め
ら
れ
な
い）

10
（

。

そ
れ
で
は
、
Ａ
を
用
い
る
左
衛
門
大
夫
と
Ｂ
の
左
衛
門
大
夫
が
別
人
か
と
言
え
ば
、
そ

う
で
は
な
か
ろ
う
。
氏
人
の
名
乗
り
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
年
だ
け
他
の
氏
人
に

官
途
名
を
譲
り
、
ま
た
元
に
戻
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
Ａ
・
Ｂ
の
形
状
も
上
部

が
似
て
い
る
の
で
、
や
は
り
同
一
人
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
そ
も
そ
も
永
禄
三
年
分
の

算
用
状
の
な
か
で
一
点
の
み
、
左
衛
門
大
夫
が
Ａ
の
花
押
を
据
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
か

ら
、
Ａ
・
Ｂ
い
ず
れ
も
左
衛
門
大
夫
本
人
の
花
押
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
（
た
だ

し
な
ぜ
こ
れ
だ
け
Ａ
な
の
か
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
興
味
深
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
）。

そ
う
な
る
と
次
の
問
題
は
、
な
ぜ
永
禄
三
年
度
に
限
っ
て
、
左
衛
門
大
夫
長
顕
は
そ
れ
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ま
で
の
花
押
を
用
い
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
形
を
変
え
た
の
か
、
で
あ
る
。

こ
の
年
度
の
左
衛
門
大
夫
の
立
場
は
、
職
中
算
用
状
へ
の
署
判
の
あ
り
方
（
裏
に
署

判
）
か
ら
、
評
定
衆
で
あ
っ
た
。
ど
う
や
ら
永
禄
三
年
二
月
に
評
定
衆
に
選
出
さ
れ
た
と

き
、
長
顕
は
そ
れ
ま
で
も
の
か
ら
変
更
を
加
え
た
Ｂ
に
花
押
の
形
を
変
え
た
よ
う
な
の
で

あ
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
花
押
変
化
の
契
機
は
評
定
衆
へ
の
就
任
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
。
立
場
の
変
化
が
花
押
変
化
の
き
っ
か
け
に
な
る
の
は
、
花
押
編
年
の
研
究
か
ら
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
左
衛
門
大
夫
の
場
合
不
思
議
な
の
は
、
評
定
衆
か
ら
離
れ
た
翌
四
年
二
月
以

降
、
ふ
た
た
び
花
押
を
Ａ
に
戻
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
欠
の
た
め
作
成
日
が
わ
か
ら

な
い
も
の
の
、
冒
頭
に
「
永
禄
四
年
二
月
井
手
料
職
中
且
算
用
状
事
」
と
事
書
の
あ
る
算

用
状
の
裏
に
、
左
衛
門
大
夫
が
Ａ
の
花
押
を
据
え
て
い
る
《
図
４
》。
す
る
と
Ｂ
の
花
押

は
、
左
衛
門
大
夫
の
評
定
衆
在
任
期
間
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ

文書日付 文書名 花押 目録番号 官途名・諱 肩書
天文19年 正月26日 反別礼銭算用状 Ａ I-5-396 左衛門大夫 雑掌
天文20年 正月26日 職中算用状 Ａ I-1-100 左衛門大夫 雑掌代

正月27日 職中年中遣方引付 Ａ I-5-65 散位長顕
正月27日 惣中目録引付 Ａ I-5-133 散位長顕

弘治3年 正月27日 職中恒例分遣方算用状 ― I-5-69 散位長顕
7月28日 職中算用状 ― I-1-122 左衛門大夫
11月7日 氏人中置文 Ａ B-1-112 左衛門大夫

弘治4年 正月27日 職中算用状 ― I-1-124 左衛門大夫 雑掌代
正月27日 惣中目録引付 ― I-5-138 散位長顕

永禄3年 2月 相撲算用状 Ｂ I-5-19 左衛門大夫
4月6日 職中算用状 Ｂ I-1-128 左衛門大夫
6月4日 追而分新井手算用状 Ａ I-5-253 左衛門大夫
6月18日 職中算用状 Ｂ I-1-129 左衛門大夫
8月8日 職中算用状 Ｂ I-1-130 左衛門大夫
10月7日 職中算用状 Ｂ I-1-131 左衛門大夫
10月10日 職中算用状 ― I-1-132 左衛門大夫
12月12日 職中算用状 Ｂ I-1-133 左衛門大夫
12月22日 職中算用状 Ｂ I-1-134 左衛門大夫

永禄4年 正月26日 職中算用状 Ｂ I-1-135 左衛門大夫
2月7日 氏人中置文 ― B-1-113 左衛門大夫
（2月） 井手料且算用状 Ａ I-5-255 左衛門大夫

永禄6年 2月晦日 職中算用状 ― I-1-155 左衛門大夫
3月30日 職中算用状 Ａ I-1-156 左衛門大夫
4月12日 氏人中置文 Ａ B-1-114 左衛門大夫 雑掌
5月晦日 職中算用状 Ａ I-1-158 左衛門大夫
6月晦日 職中算用状 Ａ I-1-170 左衛門大夫 雑掌代
（7月） 職中算用状 Ａ I-1-159 左衛門大夫
7月23日 氏人中置文 Ａ B-1-115 左衛門大夫 雑掌
（8月） 職中算用状 Ａ I-1-160 左衛門大夫
9月晦日 職中算用状 ― I-1-161 左衛門大夫 雑掌
11月24日 職中算用状 Ａ I-1-163 左衛門大夫
11月晦日 職中算用状 Ａ I-1-167 左衛門大夫
12月29日 職中算用状 Ａ I-1-173 左衛門大夫 雑掌代

永禄7年 正月27日 職中恒例遣方算用状 ― I-5-73 従五位上長顕 雑掌代
正月27日 惣中目録引付 ― I-5-142 従五位上長顕 雑掌代
正月晦日 職中算用状 ― I-1-175 宮内大輔 雑掌代
2月晦日 職中算用状 Ａ I-1-176 宮内大輔
3月晦日 職中算用状 Ａ I-1-177 宮内大輔
4月晦日 職中算用状 Ａ I-1-178 宮内大輔
6月晦日 職中算用状 Ａ I-1-179 宮内大輔
6月晦日 米方算用状 Ａ I-5-257 宮内大輔
7月晦日 職中算用状 Ａ I-1-180 宮内大輔
8月晦日 職中算用状 I-1-181 見えず
9月晦日 職中算用状 I-1-182 見えず
10月晦日 職中算用状 I-1-183 見えず
11月29日 職中算用状 I-1-184 見えず
12月28日 職中算用状 I-1-190 見えず

永禄8年 正月晦日 職中算用状 I-1-191 見えず
10月晦日 氏人中置文 B-1-118 見えず

表
一　

左
衛
門
大
夫
（
宮
内
大
輔
）・
長
顕
が
署
判
す
る
算
用
状 

※
花
押
項
の
「
―
」
は
署
判
の
み
で
花
押
が
な
い
も
の
。
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と
に
な
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
、
他
の
氏
人
に
も
同
様
の
例
が
あ
る
の

か
な
ど
、
い
ま
の
と
こ
ろ
一
切
わ
か
ら
な
い
。
左
衛
門
大
夫
の
事
例
を
指
摘
し
て
後
考
を

ま
つ
ば
か
り
で
あ
る
。

さ
て
、
左
衛
門
大
夫
が
評
定
衆
在
任
期
間
中
だ
け
Ｂ
の
花
押
を
用
い
て
い
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
な
か
に
ひ
と
つ
だ
け
Ａ
の
花
押
が
あ
る
算
用
状
が
紛
れ
こ
ん
で
い
た
こ
と
を

思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
六
月
四
日
付
の
永
禄
三
年
追
而
分
新
井
手
算
用
状
で
あ
る
《
図

５
》。
永
禄
三
年
度
の
沙
汰
人
三
名
（
鶴
松
大
夫
・
今
石
大
夫
・
帯
刀
左
衛
門
尉
）
と
、

左
衛
門
大
夫
を
含
む
評
定
衆
と
み
ら
れ
る
十
二
名
が
署
判
を
据
え
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
算
用
状
自
体
の
内
容
は
永
禄
三
年
度
に
生
じ
た
こ
と
が
ら
の
収
支
を
報
告
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
の
だ
が
、
遣
方
（
支
出
）
の
記
事
を
見
る
と
、
八
月
六

日
、
九
月
十
四
日
の
よ
う
に
、
算
用
状
の
日
付
以
降

0

0

の
で
き
ご
と
を
記
し
た
と
み
ら
れ
る

項
目
が
あ
る
の
が
気
に
か
か
る
。

左
衛
門
大
夫
の
花
押
が
Ａ
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
「
追
而
分
」
と

は
、
先
に
触
れ
た
後
欠
の
永
禄
四
年
二
月
井
手
料
職
中
且
算
用
状
の
追
加
分
を
指
す
こ
と

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
遣
方
中
に
あ
る
日
付
は
永
禄
三
年
を
指
す
も
の
の
、
追
而
分
算
用

状
の
作
成
は
井
手
料
職
中
且
算
用
状
以
降
で
あ
り
、
翌
四
年
の
六
月
四
日
と
考
え
ら
れ
よ

う）
11
（

。
そ
う
み
な
せ
ば
、
長
顕
の
花
押
が
、
永
禄
三
年
度
に
務
め
た
評
定
衆
か
ら
離
れ
た
あ

と
、
ふ
た
た
び
元
に
戻
し
た
Ａ
で
あ
る
こ
と
と
も
矛
盾
は
な
い
。
井
手
料
の
算
用
状
と

は
、
野
田
氏
が
紹
介
し
た
永
禄
三
年
の
静
原
新
井
手
相
論
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
だ

ろ
う
。

文
書
が
必
ず
し
も
日
付
の
日
に
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
操
作
は
、
算
用
状

を
は
じ
め
と
す
る
帳
簿
類
に
は
（
い
や
そ
の
ほ
か
の
文
書
で
も
）
あ
り
え
る
こ
と
で
は
あ

る
が
、
賀
茂
の
算
用
状
に
も
そ
の
よ
う
に
操
作
さ
れ
た
も
の
が
混
入
し
て
お
り
、
据
え
ら

れ
た
氏
人
の
花
押
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
右
の
よ
う
に
実
際
に
作
成
さ
れ
た
時
期
を

あ
る
程
度
推
測
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
井
手
料
算
用
状
の
作
成
年
次

は
、
た
ま
た
ま
左
衛
門
大
夫
長
顕
が
、
評
定
衆
在
任
期
間
に
花
押
を
変
え
て
い
た
か
ら
わ

か
っ
た
稀
な
事
例
で
は
あ
る
。

　
　

三　

左
衛
門
大
夫
長
顕
の
経
歴
―
む
す
び
に
か
え
て

最
後
に
、
花
押
か
ら
離
れ
、
左
衛
門
大
夫
長
顕
の
経
歴
に
注
目
し
た
い
。

算
用
状
の
記
載
の
み
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
表
二
の
と
お
り
、
長
顕
は
天
文
十
九
年

度
・
弘
治
三
年
度
・
永
禄
六
年
度
に
雑
掌
（
代
）
を
務
め
、
永
禄
三
年
度
・
同
七
年
度
に

評
定
衆
を
務
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
四
〇
人
の
氏
人
か
ら
鬮
で
選
出
さ
れ
た
に
し
て

は
、〝
運
が
悪
い
〞
頻
度
で
あ
る
。

た
だ
雑
掌
の
肩
書
に
注
意
す
る
と
、
算
用
状
紙
背
に
「
雑
掌
」
と
書
か
れ
る
場
合
と

「
雑
掌
代
」
と
書
か
れ
る
場
合
が
あ
る
。
正
確
に
は
雑
掌
代
な
の
だ
ろ
う
が
、
職
務
内
容

は
雑
掌
だ
か
ら
、「
代
」
を
省
い
て
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
穿

っ
た
見
方
を
す
る
と
、「
雑
掌
代
」
と
は
、
本
来
鬮
で
選
ば
れ
た
氏
人
が
雑
掌
の
職
務
を

担
う
こ
と
が
で
き
ず
、
代
わ
り
に
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
者
を
指
す
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
う
な
る
と
、
無
作
為
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
自
然
あ
る
程
度
職
務
に
熟
達
し

た
人
物
に
集
中
す
る
傾
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
う
し
た
氏
人
の
一
人
が
長

顕
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

貴
布
祢
山
相
論
や
井
手
相
論
に
て
三
好
政
権
と
の
折
衝
が
重
な
っ
た
永
禄
六
か
ら
七
年

に
、
長
顕
は
雑
掌
（
代
）
つ
い
で
評
定
衆
を
務
め
て
い
る
。
表
一
を
見
る
と
、
永
禄
六
年

十
二
月
ま
で
の
左
衛
門
大
夫
の
花
押
と
、
翌
年
二
月
以
降
の
宮
内
大
輔
の
花
押
が
一
致
す

る
（
い
ず
れ
も
Ａ
）《
図
６
》。
永
禄
六
年
度
最
後
の
職
中
算
用
状
（
七
年
正
月
晦
日
付
）

か
ら
左
衛
門
大
夫
の
名
が
消
え
、
そ
れ
ま
で
左
衛
門
大
夫
に
あ
っ
た
雑
掌
代
の
肩
書
が
宮

内
大
輔
の
右
肩
に
付

さ
れ
て
い
る
（
い
ま

一
人
の
雑
掌
代
市
正

は
十
二
月
も
正
月
も

変
わ
ら
ず
）。

つ
ま
り
永
禄
七
年

正
月
を
も
っ
て
、
長

顕
は
左
衛
門
大
夫
か

表二　左衛門大夫長顕の職歴
年度 西暦 職務

天文19年度 1550 雑掌（代）
天文20年度 1551
天文21年度 1552
天文22年度 1553
天文23年度 1554
弘治元年度 1555
弘治2年度 1556
弘治3年度 1557 雑掌（代）
永禄元年度 1558
永禄2年度 1559
永禄3年度 1560 評定衆
永禄4年度 1561
永禄5年度 1562
永禄6年度 1563 雑掌（代）
永禄7年度 1564 評定衆
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ら
宮
内
大
輔
に
官
途
名
を
変
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
職
中
恒
例
遣
方
算
用
状
・
惣
中
目
録

引
付
の
位
階
・
諱
署
判
を
見
る
と
、
弘
治
四
年
の
段
階
で
は
「
散
位
長
顕
」
だ
っ
た
の

が
、
永
禄
七
年
正
月
に
は
「
従
五
位
上
長
顕
」
と
な
っ
て
い
る
。
永
禄
六
年
十
二
月
二
十

九
日
か
ら
翌
七
年
正
月
二
十
七
日
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
正
式
に
従
五
位
上
宮
内
大
輔
の
官

位
に
叙
任
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
。
永
禄
七
年
正
月
の
職
中
恒
例
遣
方
算
用
状
・
惣
中
目
録

引
付
で
従
五
位
上
の
位
階
を
記
す
の
は
長
顕
の
ほ
か
一
名
だ
け
な
の
で
、
長
顕
は
そ
れ
な

り
に
年
労
を
積
ん
だ
氏
人
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
評
定
衆
を
務
め
て
い
た
永
禄
七
年
八
月
の
算
用
状
以
降
、
裏
の
署
判
か
ら

宮
内
大
輔
の
名
前
が
ふ
っ
つ
り
と
消
え
て
し
ま
う
。
評
定
衆
と
し
て
の
署
判
は
七
月
晦
日

付
の
算
用
状
が
最
後
と
な
る
。
た
と
え
ば
翌
八
年
十
月
晦
日
付
の
氏
人
中
置
文
を
探
し
て

も
、
宮
内
大
輔
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
言
え
る
の
は
、
長
顕
が
評
定
衆
か
ら
外
れ
た
こ
と
だ
が
、
そ
の

理
由
と
し
て
、
何
ら
か
の
職
務
を
帯
び
て
地
方
に
下
向
し
賀
茂
社
を
離
れ
た
、
あ
る
い
は

八
月
に
入
っ
て
病
に
倒
れ
た
り
亡
く
な
っ
た
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
し
亡
く
な
っ

た
の
だ
と
す
る
な
ら
、
前
年
来
の
相
論
に
文
字
ど
お
り
〝
忙
殺
〞
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら

だ
ろ
う
か
と
気
の
毒
に
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

須
磨
氏
の
研
究
に
よ
り
、
惣
中
の
役
職
は
毎
年
氏
人
の
な
か
か
ら
鬮
に
よ
っ
て
選
ば
れ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
四
〇
人
の
人
間
集
団
の
な
か
に
は
、
年

齢
や
そ
の
他
の
事
情
で
そ
の
任
に
耐
え
ら
れ
な
い
者
も
一
定
数
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
う
し
た
者
が
鬮
で
選
ば
れ
た
と
し
た
ら
、
先
に
「
雑
掌
代
」
に
つ
い
て
推
測
し
た

よ
う
に
、
辞
退
し
替
わ
り
の
者
が
そ
の
穴
を
埋
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
ど
の
よ

う
な
手
続
き
を
踏
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
者
は
あ
ら
か
じ
め
被
選
出

者
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
鬮
と
い
っ
て
も
無
作
為
の
性
質
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
鬮
と
は
平
等
性
を
担
保
す
る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
り
、
建
前
に

す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
が
浮
か
ぶ
け
れ
ど
も
、
内
実
は
ほ
と

ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
小
稿
で
取
り
あ
げ
た
長
顕
の
経
歴
は
、
い
ま

述
べ
た
よ
う
な
疑
問
の
解
明
に
近
づ
く
た
め
の
貴
重
な
一
例
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

註（１
）
佐
藤
進
一
『
増
補
花
押
を
読
む
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
２
）
拙
著
『
織
田
信
長
権
力
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）
第
二
部
第
一
章
。

（
３
）
以
上
沙
汰
人
・
雑
掌
・
評
定
衆
の
職
掌
の
説
明
を
含
め
、
須
磨
千
頴
「
中
世
に
お
け
る
賀
茂

別
雷
神
社
氏
人
の
惣
に
つ
い
て
（
３
）」（『
南
山
経
済
研
究
』
七‒

二
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
。

（
４
）
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
Ⅱ‒

Ｉ‒

五‒

一
四
二
。
整
理
番
号
は
、
京
都
府
教
育
委
員
会
編
『
賀
茂
別

雷
神
社
文
書
目
録
』（
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
。
以
下
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
の
番
号
は
、
右
の
場

合
Ｉ‒

五‒

一
四
二
の
よ
う
に
表
記
す
る
。

（
５
）
な
ぜ
こ
の
二
種
が
官
途
名
で
な
く
諱
を
用
い
署
判
す
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
６
）
伝
存
が
確
認
さ
れ
る
こ
の
任
期
の
職
中
算
用
状
は
、
四
月
を
除
く
各
月
の
毎
月
分
と
、
来
納

方
と
称
さ
れ
る
六
年
十
一
月
二
十
四
日
付
・
七
月
正
月
晦
日
付
の
計
十
三
点
で
あ
る
。

（
７
）
賀
茂
県
主
同
族
会
所
蔵
。
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
Ｃ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
画
像
公
開
。
以
下
「
系
図
」
と

称
す
る
の
は
す
べ
て
こ
の
「
賀
茂
祢
宜
神
主
系
図
」
を
指
す
。

（
８
）
野
田
泰
三
『
戦
国
期
三
好
氏
権
力
の
基
礎
的
研
究
』
平
成
十
五
・
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補

助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
２
）
研
究
成
果
報
告
書
（
二
〇
〇
五
年
）。

（
９
）
永
禄
七
年
正
月
の
職
中
恒
例
遣
方
算
用
状
・
惣
中
目
録
引
付
に
よ
れ
ば
、
沙
汰
人
の
う
ち
尚

顕
以
外
の
二
人
は
「
代
」
と
あ
る
保
男
・
久
清
（
官
途
名
は
左
馬
助
・
左
衛
門
佐
。
系
図
に
よ

る
）
で
あ
り
、
尚
顕
と
と
も
に
連
署
す
る
高
久
・
村
久
と
の
結
び
つ
き
は
系
図
に
拠
っ
て
も
確

認
で
き
な
い
。
ま
た
、
詳
し
い
論
証
は
省
略
す
る
が
、
保
親
・
高
顕
は
翌
七
年
の
雑
掌
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
六
年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
二
人
の
連
署
状
は
七
年
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

高
く
、
そ
の
う
え
で
相
論
の
経
過
を
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
別
稿
を

期
し
た
い
。

（
10
）
左
衛
門
大
夫
が
Ｂ
花
押
を
用
い
た
永
禄
三
年
度
の
恒
例
遣
方
算
用
状
・
惣
中
目
録
引
付
が
残

っ
て
お
ら
ず
、
前
章
で
お
こ
な
っ
た
官
途
名
と
諱
を
花
押
で
結
び
つ
け
る
論
証
が
で
き
な
い
。

（
11
）
永
禄
三
年
六
月
四
日
の
日
付
と
操
作
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
永

禄
四
年
二
月
作
成
算
用
状
の
「
追
而
分
」
な
ら
ば
同
年
六
月
と
み
な
し
た
ほ
う
が
自
然
だ
ろ
う
。

【
付
記
】
本
稿
は
二
〇
二
一
年
度
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
特
定
共
同
研
究
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
の

調
査
・
研
究
」、
お
よ
び
東
京
大
学
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
セ
ン
タ
ー
公
募
研
究
Ａ
「
賀
茂
別
雷

神
社
文
書
か
ら
見
る
日
本
戦
国
時
代
の
政
治
と
文
化
」（
二
〇
一
九
―
二
〇
年
度
）
に
よ
る
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
が
國
學
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
お
い
て
開
講
し
て

い
る
「
日
本
史
研
究
」
ゼ
ミ
の
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
講
読
に
て
、
八
月
十
七
日
付
若
槻
光
保
書

状
（
Ｍ
三
七
号
）
を
読
ん
だ
さ
い
に
着
想
を
得
た
。
こ
の
文
書
は
宛
名
が
「
藤
左
太
（
大
）」
で

あ
る
。
講
読
担
当
の
高
塚
真
之
氏
（
國
學
院
大
学
大
学
院
生
）
は
、
花
押
に
拠
ら
な
い
考
証
に

よ
り
、
こ
れ
を
長
顕
と
推
定
さ
れ
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。
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文書奥→永禄6年12月29日算用状紙背

文書奥→永禄7年正月27日職中恒例遣方算用状紙背

11
月
分
職
中
算
用
状
よ
り

11
月
分
職
中
算
用
状
よ
り

天
文
23
年
正
月
惣
中
目
録
引
付
よ
り

図２　天文20年正月の左衛門大夫・長顕の花押

天
文
20
年
正
月
職
中
算
用
状

天
文
20
年
正
月
惣
中
目
録
引
付

天
文
20
年
正
月
職
中
年
中
遣
方
引
付

図３　永禄３年度の左衛門大夫の花押（Ｂ）

永
禄
3
年
2
月
付
相
撲
算
用
状

永
禄
3
年
12
月
12
日
付
職
中
算
用
状
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図１　永禄６年度賀茂社雑掌・評定衆の花押

←文書袖

←文書袖

永
禄
5
年
正
月
職
中
恒
例
遣
方
算
用
状
よ
り

11
月
分
職
中
算
用
状
よ
り

8
月
分
職
中
算
用
状
よ
り

図４　永禄４年２月井手料職中
且算用状の左衛門大夫花押（Ａ）

図５　永禄３年追而分新井手
算用状の左衛門大夫花押（Ａ）

図６　永禄６・７年の左衛門大夫・宮内大輔花押（Ａ）

永
禄
6
年
12
月
29
日
付
職
中
算
用
状

永
禄
7
年
正
月
晦
日
付
職
中
算
用
状

永
禄
7
年
2
月
晦
日
付
職
中
算
用
状


